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下水道事業団からの報告書

時
効
に
よ
る
不
納
欠
損
額
の

対
象
件
数
は
、
44
件
（
実
人

土
地
の
筆
数
５
６
６
筆
、
面

積
で
は
30
万
８
２
３
０
㎡
と

例
規
の
改
正
は
、
下
水
道
事

業
団
の
支
援
に
よ
り
進
め
、

「
受
益
者
負
担
金
事
務
改
善

報
告
書
」に
記
載
の
と
お
り
、

区
域
外
も
し
く
は
賦
課
漏
れ

と
な
っ
て
い
る
対
象
地
が
見

現
在
ま
で
に
、
口
頭
弁
論
３

回
・
弁
論
準
備
手
続
き
８
回

農
地
の
猶
予
関
係
は
非
常

に
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ

現
在
は 

猶
予
地
は
そ
の
ま

ま
で
、
再
確
認
見
直
し
作
業

加
入
分
担
金
は
法
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
は

抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
条
例
改
正
で
対
応

横田孝穗議員

【
白
馬
村
公
共
下
水
道
事
業

受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て

（
と
危
機
管
理
に
つ
い
て
）】

時
効
と
な
り
債
権
が
消
滅
し

徴
収
さ
れ
た
後
に
返
納
し
た

時
効
に
よ
る
債
権
消
滅
額

は
平
成
24
年
度
決
算
で
は
、

平
成
13
年
度
に
は
、
負
担
金

の
一
部
ま
た
は
全
額
を
３
年

「
広
報
は
く
ば
８
月
号
」
で
、

公
共
下
水
道
受
益
者
負
担
金

住
民
監
査
請
求
か
ら
訴
訟
に

発
展
し
て
い
る
事
案
に
つ
い

農
地
の
徴
収
猶
予
期
間
は
法

に
定
め
ら
れ
た
５
年
で
あ

「
受
益
者
負
担
金
事
務
改
善

報
告
書
」
の
中
で
は
、
公
共

数
24
人
）
１
１
２
万
８
４
０
０
円
で

す
。

な
り
、
金
額
に
し
て
４
億
１
６
２
３

万
２
３
９
１
円
（
１
㎡
当
た
り
１
３

５
０
円
）
で
す
。

現
在
は
排
水
区
域
の
見
直
し
を
行
う

た
め
の
事
例
の
取
り
ま
と
め
を
行

い
、来
年
３
月
を
一
つ
の
目
標
と
し
、

還
付
対
象
金
額
は
５
９
４
万
２
１
３

０
円
で
、
還
付
加
算
金
額
は
１
４
８

万
１
１
０
０
円
、
還
付
対
象
者
は
46

名
と
な
り
平
成
25
年
６
月
の
還
付
以

降
に
お
い
て
、
誤
徴
収
に
よ
る
還
付

は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
け
ら
れ
ま
す
、
す
べ
て
を
精
査
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

６
筆
で
１
万
４
１
０
９
㎡
と
な
り
、

金
額
で
は
１
２
６
９
万
８
１
０
０
円

（
１
㎡
当
た
り
９
０
０
円
）
で
す
。

で
、
次
回
は
弁
論
準
備
手
続
き
が
10

月
の
予
定
で
す
。

り
、
下
水
道
事
業
団
の
法
の
解
釈
で

は
、
時
効
は
そ
の
猶
予
が
切
れ
た
時

点
か
ら
時
効
が
進
行
す
る
と
あ
り
ま

す
が
、
村
で
は
今
の
と
こ
ろ
時
効
に

な
っ
て
い
な
い
も
の
と
解
釈
し
て
い

ま
す
。

を
進
め
て
い
ま
す
。

返
納
金
、
及
び
還
付
加
算
金
の
最
新

の
数
値
は
。

１
億
５
０
４
万
９
８
２
６
円
と
な
る

が
、
平
成
26
年
度
決
算
で
の
件
数
と

そ
の
額
は
。

経
過
し
て
も
支
払
わ
な
い
対
象
者
に

は
賦
課
替
え
を
実
施
し
た
が
、
土
地

の
筆
数・面
積・分
担
金
の
総
額
は
。

に
関
す
る
日
本
下
水
道
事
業
団
研
修

セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
た
事
務
改
善
報

告
書
に
つ
い
て
、
外
部
機
関
に
よ
る

検
証
・
評
価
を
終
え
て
の
記
事
が
掲

載
さ
れ
ま
し
た
。
結
果
を
踏
ま
え
て

と
の
事
項
で
は
、「
抜
本
的
な
見
直

し
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
」と
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
道
筋
を
立
て
て
進
む
の

か
。

て
、
現
在
の
裁
判
状
況
は
。

る
。
村
は
期
間
を
過
ぎ
、
猶
予
申
請

と
、
そ
の
取
扱
い
を
怠
り
、
多
く
の

枡
が
設
置
さ
れ
て
い
た
り
、
前
面
の

道
路
に
下
水
道
本
管
が
埋
設
さ
れ
て

い
る
の
に
排
水
区
域
外
と
す
る
な

ど
、「
区
域
の
設
定
に
不
可
解
な
点

が
多
い
」
と
あ
り
、
区
域
の
設
定
に

あ
た
っ
て
は
常
に
適
切
、
公
平
で
あ

る
べ
き
だ
が
、
不
可
解
な
対
象
地
の

筆
数
、
面
積
、
そ
の
額
は
。

出
来
る
も
の
か
ら
着
手
す
る
予
定
で

す
。
現
在
は
、
住
民
訴
訟
を
起
こ
さ

れ
て
お
り
、
判
決
に
よ
っ
て
は
改
正

し
た
箇
所
を
再
び
手
直
し
も
想
定
さ

れ
、
柔
軟
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

農
地
は
す
で
に
時
効
で
は
な
い
か
。

村
の
条
例・規
則
で
は
都
市
計
画
法・

自
治
法
に
対
抗
で
き
る
の
か
。
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